
別紙１
業務フロー及びツリー図



児童手当システム機能ツリー図・業務フロー

大項目 中項目

児童手当システム ┬ 0 共通 ┬ 0-1　他システム連携
│ ├ 0-2　マスタ管理機能
│ ├ 0-3　データ管理機能
│ ├ 0-4　台帳管理機能
│ ├ 0-5　一覧管理機能
│ ├ 0-6　帳票出力要件
│ └ 0-7　ヘルプ機能
│ ├ 0-8　操作権限設定・管理
│ └ 0-9　バッチ処理
│ ├ 0-10　アクセスログ
│ └ 0-11　政令・広域固有要件
│
├ 1 新規認定 ┬ 1-1　認定請求受付
│ ├ 1-2　認定審査
│ ├ 1-3　認定結果通知等出力

└ 1-4　その他
│
├ 2 額改定 ┬ 2-1　額改定対象抽出
│ ├ 2-2　額改定請求受付
│ ├ 2-3　額改定要件審査
│ └ 2-4　額改定通知等出力
│
├ 3 認定資格消滅 ┬ 3-1　資格消滅対象抽出
│ ├ 3-2　受給事由消滅届受付
│ ├ 3-3　資格消滅要件審査
│ ├ 3-4　資格消滅通知等出力

└ 3-5　未支払請求
│
├ 4 登録情報変更 ─ 4-1　登録情報変更受付 (記載事項変更)
│
├ 5 現況届 ┬ 5-1　現況届提出依頼
│ ├ 5-2　現況届受付
│ ├ 5-3　現況審査
│ ├ 5-4　現況届催促
│ ├ 5-5　手当差止
│ └ 5-6　現況審査結果通知等出力
│
├ 6 手当支払 ┬ 6-1　支払調整
│ ├ 6-2　支払額算定
│ ├ 6-3　支払対象者出力
│ ├ 6-4　手当振込依頼
│ ├ 6-5　振込不能登録
│ └ 6-6　徴収管理
│
├ 7 差止（差止解除） ┬ 7-1　差止
│ ├ 7-2　差止解除

└ 7-3　差止（解除）通知出力
│
└ 8 統計・報告等に係る集計 ─ 8-1　 統計・報告等に係る集計
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請求受理

認定請求書

別居監護申立書等

請求書による申請の場合

電子申請の場合

電子申請

申請情報

取込
児童手当

システム

申請情報

登録

不備書類

の確認

児童手当

システム

書類不備があるか

書類不備あり

児童手当

システム

児童手当

システム

返戻・保留

情報登録

返戻・保留

通知書の

作成

認定審査

書類不備なし

児童手当

システム

認定可能か

認定不可

児童手当

システム

児童手当

システム

児童手当

システム

児童手当

システム

認定可

認定情報データ

必要に応じ

返戻・保留

情報の作成

認定情報

の登録

認定通知書

の作成

却下情報

登録

却下通知書

の作成

返戻・保留
通知書の送付

却下通知書の
送付

認定通知書の
送付

認定情報デー

タ作成住民基本台帳

システム

請求者と児童が別居
している場合のみ、
別居監護申立書の提
出を求める。
引っ越しOSSを利用し
た場合、予約情報を
利用した請求書を出
力し交付する。

児童手当・特例給付関連書類

返戻・保留　通知書

送付・手渡し

児童手当・特例給付

認定・認定請求却下 通知書

送付・手渡し

児童手当・特例給付

認定・認定請求却下 通知書

児童手当・

特例給付

関連書類

返戻・保留　

通知書

児童手当・特例給付

認定・認定請求却下

　通知書送付・手渡し

児童手当・特例給付

認定・認定請求却下

　通知書

ぴったりサービスまたは
その他の電子申請シス
テムからの申請を想

定。

認定審査において
は
・児童年齢
・所得
などを確認する。
審査に必要な所得
情報、年金情報につ
いては、必要に応じ
て他システムの参
照、庁内連携、個人
番号による情報照
会を利用して確認す
る。併せて配偶者所

得の確認も行う。
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【コメント】
・同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に児童を監護し、かつ、生計を同じくする
父又は母が住所を有する市町村（当該者が公務員である場合はその所属庁）に対して、同居
父母を認定する旨を連絡するとともに、「同居父母に係る認定について（通知）」により通
知している。（当該同居父母以外の者が同居父母と異なる市町村に住所を有する場合、又は
公務員として所属庁において受給している場合に限る。） 
・却下となるものはシステムに登録しない場合がある。
・取下げについては、請求から登録、通知書作成の流れの中、もしくは処理後に必要に応じ
て行う。
・通知書発行の際には、出力対象者がＤＶ対象者でないかを確認する。
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電子申請の場合

児童手当

システム

児童手当

システム

児童手当

システム

認定可能か

却下 認定

職権による額改定の場合

児童手当

システム

児童手当

システム

児童手当

システム

電子申請

申請情報

取込

不備書類

の確認

額改定情報

登録

認定審査

却下情報

登録

額改定請求

却下通知書

の作成

額改定請求却
下通知書の送

付

額改定情報

登録

額改定

通知書

の作成

額改定通知書

の送付

必要に応じて
年齢到達対象児童の

抽出

児童手当

システム

請求/届による申請の場合

請求/届受理

額改定認定請求書

額改定届

【コメント】
・児童の出生時など受給者からの請求による額改定と、年齢到達時など、受給者から申請はなく職権で行う額
改定があるため、フローの始点を２つに分けている。
・年齢到達対象児童は、3歳到達、小学校卒業（12歳年度末到達）、中学校卒業（15歳年度末到達）、高校卒業
（18歳年度末到達）の対象児童を指している。
・年齢到達後に受給者への支払額が0円となる場合は資格消滅として取り扱うため、「03.認定資格消滅」のフ
ローにて整理する。
・却下となるものはシステムに登録しない場合がある。
・取下げについては、請求から登録、通知書作成の流れの中、もしくは処理後に必要に応じて行う。

・通知書発行の際には、出力対象者がＤＶ対象者でないかを確認する。

児童手当・特例給付

額改定・額改定請求却下

 通知書

児童手当・特例給付

額改定・額改定請求却下

 通知書

児童手当・特例給付

額改定・額改定請求却下

 通知書

児童手当・特例給付

額改定・額改定請求却下

 通知書

ぴったりサービスまたは
その他の
電子申請システムから

の申請を想定。
不備書類がある場合、

必要に応じて再提出依頼をする。
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電子申請の場合

児童手当

システム

児童手当

システム

児童手当

システム

未支払児童手当請求書が
提出されているか

提出されている

提出されていない

住基上除票の

対象者の場合
年齢到達の場合

児童手当

システム

児童手当

システム

児童手当

システム

資格消滅データ

住記上で
除票となった対

象者の抽出

不備書類

の確認

年齢到達対象

児童の抽出

電子申請

申請情報

登録

受給資格

消滅情報

の登録

支給事由
消滅通知書の

作成

支給事由消滅
通知書の送付

資格消滅

データ作成

未支払請求

情報の登録

請求/届による申請の場合

請求/届受理

受給事由消滅届

未支払児童手当請求書

不備書類がある場合、
必要に応じて再提出

依頼をする。

父母指定者の場合は、併せて
「父母指定者の受給事由消滅

について（通知）」を作成する。

住民基本台帳

システム

児童手当・特例給付

支給事由消滅通知書

児童手当・特例給付

支給事由消滅通知書

支給決定・

請求却下

通知書作成

支給決定・

請求却下

通知書送付

未支払 児童手当・特例給付

支給決定・請求却下 通知書

未支払 児童手当・特例給付

支給決定・請求却下 通知書

ぴったりサービスまたは
その他の電子申請シス

テムからの申請を想定。

父母指定者の場
合は、併せて「父
母指定者の受給
事由消滅につい
て（通知）」を送付

する。
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却下 認定

児童手当

システム

未支払児童手当請求書の内容が

認定可能か

児童手当

システム

児童手当

システム
児童手当

システム

未支払請求
認定情報の登

録

未支払児童手当
支給決定通知書

の作成

未支払請求
却下情報の登

録

未支払児童手当

請求却下通知書

の作成

未支払児童手当
請求却下通知書

の送付

未支払児童手当
支給決定通知書

の送付

06.手当支払

未支払

 児童手当・特例給付

支給決定・

請求却下 通知書

【コメント】
・認定資格が消滅となる契機として、死亡や転出など受給者（もしくは受給者の代わりに児童
を養育する者）からの請求によるもの、受給者が届出なく転出した場合などに職権によりおこ
なうもの、児童の年齢到達によるものがあるため、フローの始点を３つに分けている。
　また、「資格消滅要件審査については、対象者を機械的に抽出する、といった用途で利用さ
れている場合が多い」という報告が第一次調査の最終報告でされており、本フローでは「住記
上で除票となった対象者の抽出」を機械的な抽出と捉えて整理している。

・年齢到達後も受給者への支払額が0円とならない場合は額改定として取り扱うため、
　「02.額改定」のフローにて整理する。

・却下についてはシステムに登録しない場合がある。

・未支払請求についてはシステム対応がなされていないものもあり、メモ情報に入力して管理
している場合がある。

・転出など住記上の除票者については、職権によって認定資格の消滅が行われる場合があ
る。
  年齢到達についても同様で、「02.額改定」コメント記載したように、職権によって消滅が行わ
れる。

・通知書発行の際には、出力対象者がＤＶ対象者でないかを確認する。

未支払

 児童手当・特例給付

支給決定・

請求却下 通知書

未支払

 児童手当・特例給付

支給決定・

請求却下 通知書

未支払

 児童手当・特例給付

支給決定・

請求却下 通知書
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電子申請の場合

児童手当

システム

児童手当

システム

変更が必要か

職権で修正する場合

児童手当

システム

不要 必要

必要に応じて

対象者の抽出

電子申請

申請情報

取込

内容の確認

不備書類

の確認

申請情報

確認

変更情報

の登録
児童手当

システム

氏名/住所等変更届

口座変更届

届による申請の場合

届受理

転居に伴う別居監
護の情報の修正な

どを想定している。

不備書類がある場合、必要に
応じて再提出依頼をする。

【コメント】
・振込先口座の変更について、口座変更届は児童手当法施行規則で様式が定められていないため、自治体毎に独自
で様式を定義し使用している。

・新規認定請求や額改定請求と異なり、支払額の変更を伴わない台帳情報の内容変更となるため、基本的には認定審
査はおこなわれない。

・却下について、システムに登録しない場合がある。

・情報照会の結果をもとに職権で修正を行う場合がある。

・政令指定都市については、受給者が区間異動した場合、職権で区の登録を変更する運用がある。

ぴったりサービスまたは
その他の電子申請シス

テムからの申請を想定。
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現況届提出対象者

児童手当

システム

児童手当・特例給付　現況届

「令和　年度児童手当・

特例給付 現況届」の

提出について

現況届・
現況届提出依
頼通知書の作

成

現況届・
現況届提出依
頼通知書の送

付

現況届提出不要対象者

現況届審査へ（②へ）

電子申請の場合

児童手当

システム

現況届、現況
情報受理

前年度現況届
提出者の抽出

電子申請
申請情報取込

必要に応じ
現況届提出依頼通

知書の作成

現況届の提出がされているか

未提出提出済

必要に応じ
現況届提出依頼通

知書の送付

児童手当

システム

不備書類

の確認

差止処理へ

（③へ）

未提出

提出済

差止処理へ

（③へ）

現況届審査へ

（②へ）

未提出

提出済

不備書類の提出が手当支払期限
までに提出されているか

現況届

「令和　年度児童手当・特例給付

 現況届」の提出について

（督促）

不備書類がある
場合、必要に応
じて再提出依頼

をする。

児童手当

システム

現況届提出依頼通知書による催促を
行った後、手当の支払期到来までに
現況届の提出がされているか

児童手当・特例給付　現況届

「令和　年度児童手当・

特例給付 現況届」の

提出について

「令和　年度児童手当・特例給付

 現況届」の提出について

（督促）

【コメント】
・現況届の提出対象者に関しては、自治体が対象選定の裁量を持つため、これまで通り全対象者へ現況届を出す場合
や独自の条件で対象者の抽出を行う場合がある。

ぴったりサービスまたは
その他の電子申請システ

ムからの申請を想定。
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支給区分の変更あり 支給区分の変更なし

児童手当

システム

児童手当

システム

現況届、他システムからの連携デー
タの内容審査の結果、支給区分が変
更となるか

児童手当

システム

所得審査の実施

決定情報の登録

認定通知書の

作成

認定通知書

の作成

認定通知書の
送付

児童手当・特例給付

継続認定通知書

兼　支払通知書

【コメント】
・現況届の受理については、自治体によりバーコードリーダーを用いた入力をおこなっている場合と、手作業により入力をお
こなっている場合がある。
　本フロー図では、上記２通りの入力についてフローを分岐せず、「現況届の受領」タスクとして整理している。

・現況届の内容審査により、配偶者が受給者より高所得であることが判明した場合は、必要に応じて受給者変更の手続き
を求める。
　受給者は受給事由消滅届を提出し、新たに配偶者が認定請求書を提出することで、配偶者が受給者となった新たな受給
資格が生じる。
　配偶者が受給者より高所得である場合でも、所得審査の結果が変更とならない場合（受給者の所得・配偶者の所得、い
ずれの所得を参照して審査を行った場合でも、児童手当・特例給付の区分が変更とならない場合）に関しては、受給者変更
の手続きを必ずしも求めない場合もある。

・施設受給者の場合には、所得審査は不要であるため、所得審査の実施は省略される。

・通知書発行の際には、出力対象者がＤＶ対象者でないかを確認する。

・所得審査に用いる住民税情報の参照方法について、下記が想定される。
（１）他システムの参照
　　　住民税システムを直接参照して、住民税を確認する。
（２）庁内連携
　　　自庁内の住民税システムと連携し（共通基盤等との連携を含む）、業務システム内に取り込んだ住民税情報を確認す
る。
（３）個人番号による情報照会
　　　中間サーバへ情報照会（児童手当システムから実施、中間サーバ接続端末から実施、団体内統合宛名のオンライン
機能を利用など）して得られる情報照会結果にて、住民税を確認する。

②

児童手当・特例給付

継続認定通知書

兼　支払通知書

認定資格

消滅

児童手当・
特例給付に

変更

認定通知書の
送付

児童手当・特例給付

認定通知書　及び

児童手当・特例給付

支給事由消滅通知書

児童手当・特例給付

認定通知書　及び

児童手当・特例給付

支給事由消滅通知書

支給事由消滅

通知書の作成
児童手当

システム

支給事由消滅
通知書の送付

児童手当・
特例給付支給事由

消滅通知書

児童手当・
特例給付支給事由

消滅通知書

審査に必要な所属情報、年金情報は、提
出された現況届、及び他システムの参
照、庁内連携、個人番号による情報照会

を利用して確認する。
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2年以上提出がない

児童手当

システム

過去2年間に依頼した書類が
提出されていない状態であるか

時効による
受給資格消滅
情報の登録

支給事由消滅
通知書の送付

手当支払差止
情報の登録

児童手当

システム

支払差止通知
書の作成

2年以内に提出がある

支給事由消滅
通知書の作成

児童手当

システム

児童手当

システム

支払差止通知
書の送付

児童手当・

特例給付

支払差止

通知書

③

児童手当・

特例給付

支払差止

通知書

児童手当・

特例給付

支給事由消滅

通知書

児童手当・

特例給付

支給事由消滅

通知書
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児童手当

システム

徴収情報があるか

あり

なし

寄附情報があるか

児童手当

システム

児童手当

システム

なし

あり

児童手当

システム

児童手当

システム

支払対象者の
抽出、金額確

認

徴収通知書の
送付

徴収通知書

の作成

徴収情報

の登録

徴収情報

の確認

寄附情報

の登録

寄附受領

証明書の

作成

寄附受領証明
書の送付

寄附情報

の確認

・学校給食費等の

　徴収に係る通知書

・保育料特別徴収

　通知書

寄附受領証明書

・学校給食費等の

　徴収に係る通知書

・保育料特別徴収

　通知書

寄附受領証明書

対象者に過去に過誤払いがあ
る際には、支払差額を手当額

で調整する場合が多い。

徴収情報については、保育料
システム等とデータ連携を実施

し取り込む場合もある。
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児童手当

システム

児童手当

システム

児童手当

システム

支出情報

の作成

振込不能者一

覧の受領

支出情報

の提出

振込不能

要因の修正

再振込用

支出情報

の作成

再振込用

支出情報

の提出

振込不能者一覧

口座振込依頼書

支払内訳書

支払用データ

【コメント】
・支払通知書に関しては、新規や変更があった場合、各種通知書（認定・額
改定・未支払支給決定の通知書）には給付額が記載されているため、基本
的には支払通知書の発出は不要とする。
・現況審査で継続となった場合は、現況届等の審査後に発出する継続認定
通知書（支給区分が変わらない受給者に発出）の裏面に今後の支給予定を
記載し年1回の通知を行う。
・各種通知書発行の際には、出力対象者がＤＶ対象者でないかを確認
する。

口座振込依頼書

支払内訳書

支払用データ

口座振込依頼書

支払内訳書

支払用データ

口座振込依頼書

支払内訳書

支払用データ

財務会計システムへ直接支払情
報を入力する（会計課へ支払デ
ータの提出はおこなわない）自治
体も存在する。
また、本フローは振込での支払に
ついて整理しているが、窓口での
支払も場合によっては存在する。
公金受取口座利用者に関して
は、最新の口座情報を連携し反

映を行う。

口座を確認し、口座情報を
修正するなどの対応を行う。
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児童手当

システム

児童手当

システム

手当支払

差止（解除）

情報の登録

手当支払

差止（解除）

情報の作成

手当支払差止

（解除）
通知書の送付

【コメント】
・手当の支払差止については、児童手当法第11条（支給の制限）
に規定されているとおり、第26条（届出）にて規定されている届出
がされていない場合、もしくは同項の規定による書類が提出され
ていない場合に、一時的に児童手当の支払を差し止めることがで
きるものである。
　そのため、本フローの起点は住民からの申請ではなく、自治体
側が起点となる。
　
・「手当の支払を行う口座の確認がとれていないため、一時的に
システム上の差止処理を行う」、「他市区町村へ転出の予定とな
ったため、転出確定し資格消滅が決定するまでの間、暫定的にシ
ステム上の差止処理を行う」など、児童手当システム上での差止
及び差止解除の機能の利用方法は自治体により様々に定義され
ている。そのため、事務としての差止又は差止解除とは異なる事
務においてシステム上の差止処理を行う場合は、システム上は差
止の登録を行うのみで通知書の作成は行わないなど、自治体に
より事務手続ごとに差止及び差止解除の基準、通知書発行の基
準が異なる。

・通知書発行の際には、出力対象者がＤＶ対象者でないかを確認
する。

・児童手当・特例給付

支払差止通知書

・児童手当・特例給付

支払差止解除通知書

・児童手当・特例給付

支払差止通知書

・児童手当・特例給付

支払差止解除通知書
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児童手当

システム

各種報告書の
送付

各種報告書

の作成

必要に応じて

編集・加工

各種報告書

各種報告書
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